
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な

研究活動等に関する実施方針について ＦＡＱ 

 

このＦＡＱは「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研

究者の自発的な研究活動等に関する実施方針（令和 2年 2月 2日付け競争的研究費に関

する関係府省連絡会申し合わせ）について関係者の方々により良く理解していただくた

め、Ｑ＆Ａ形式でまとめて掲載するものです。本実施方針の運用にあたり参考にしてく

ださい。 

また、随時更新していきますので、本実施方針に関してご不明な点がございましたら、

下記問い合わせ先にご質問をお寄せいただきますようお願いします。 

 

 

            【問い合わせ先】                

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 

付参事官（イノベーション創出環境担当）付  

電話：０３－６２５７－１３２９    

FAX：０３－３５８１－９７９０     

    

 

【AMED の担当連絡先】                

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

研究公正・業務推進部 研究業務推進課  

E-mail：kenkyugyoumu@amed.go.jp 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ｑ．エフォート管理されている者のみが対象となるのか。 

Ａ．エフォート管理以外の方法により勤務管理されている者も適用可能です。 

時間単位や日管理で勤務管理されている場合、実施方法に沿って、日々の勤務管理

において既存の記載・保管する書類に基づき、従事率を管理することとなります。管

理方法として、以下の様式例を参考に適切に管理してください。 
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Ｑ．自発的な研究活動等において、どのような場合、承認取消となるのか。 

Ａ．研究代表者等が該当する若手研究者の自発的な研究活動等（以下、活動という）を

モニタリングすることにより、必要に応じて、実施状況を把握し活動を支援するとと

もに、承認された活動が適切に実施されるよう助言を行うこととなります。 

承認された活動内容と実際の活動内容が異なる場合、活動していることが確認でき

ない場合、承認されたエフォート率（従事率）に対し、大幅に異なる場合等において

は、所属研究機関は、研究代表者等と相談のうえ、若手研究者の活動が適正に実施さ

れるよう是正させることができる。なお、是正を促したにも関わらず、是正されない

場合は、活動を中止（承認取消）させることができます。 

 

 

Ｑ．若手研究者の自発的な研究活動等の成果に対する責任は、どのようになるのか。 

Ａ．若手研究者による自発的な研究活動等の実施やその成果の公表等に係る見解や責任は、

若手研究者自身に帰属します。 

 

 

Ｑ．変更承認申請書は、どのような場合に提出が必要となるのか。 

Ａ．若手研究者の自発的な研究活動等の内容が変更になる場合、変更承認申請が必要になり

ます。ただし、以下の場合は、変更承認申請の必要はありません。 

・他の研究費を獲得する活動について、金額の査定等の研究費支出元の都合による金額

の増減があった場合 

・他の研究費を獲得する場合について、当該研究費のルールにおいて軽微な変更として

申請を要しないとされている変更を行う場合 

 

 

Ｑ．自発的な研究活動等を実施するに当たり、他の研究資金に応募する場合には、承認

申請手続はどの時点で行う必要があるのか。 

Ａ．承認申請手続きは他の研究資金の採択後でかまいません。ただし、他の研究資金に

応募する前に、自発的な研究活動等を実施することについて、研究代表者等に相談

し、了承を得ておいてください。 

 

 

Ｑ．承認申請書は毎年度提出する必要があるのか。 

Ａ．「自発的な研究活動等」について複数年度の活動を承認されている場合には、毎年

度提出する必要はありません。 

 



 

Ｑ．自発的な研究活動等の承認申請手続において、年齢の条件が適用されるのは承認申

請時点のみか。それとも自発的な研究活動中は、期間を通して年齢の条件を満たして

いる必要があるのか。 

Ａ．対象者の年齢の条件につきましては、各競争的研究費制度において定めるルールに

従って対応する必要がありますので、雇用されているプロジェクトの資金配分機関に

確認してください。 

 


